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令和5年z月ZOBから当事者間瀧匿制虐が施行されていきす！¥

まず確認！ ！

＞令和4年12月fB付け事務連絡#ざ4籾五通:､ :》 ノド,弓J : ?&'
民事訴訟法等(が菫部を改正する法律及び民事訴訟規則等の壹部を改正する規則の
施行に伴う人事訴訟手続及び宝事事件手続に関す;ろ事務処理上の留意点について

＞令和5年1月26日付け事務連絡土;§）毒錘蕊いぶj■〃:溌溌
新たな秘匿制度を踏まえだ秘匿情報の適切な管理についてヨ

＝

丙、

に掲載されて㈱ますき※Famil*inの

各庁で定められた運用ルール（処理要領等）

についても、確認しておきましょう！ 、

、
【POINT】秘匿情報が何かを最もよく知るのは・ ・ ・

「当事者自身」です。

じゅうよう

秘匿情報の扱いについて注意喚起した上で、提出書面に

秘匿|胄報はないかを当事者に確認してもらいましょう！
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